
令和５年１０月２０日 宮城県精神保健福祉審議会資料

第8次地域医療計画における精神医療圏と医療連携体制（案）
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第７次医療計画における精神医療圏と医療連携体制

精神医療圏について

二次医療圏とあわせ、県内４圏域

精神科救急医療圏域は全県１圏域

医療連携体制について

多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担を

明確にし、相互の連携を推進
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県内の精神科病院・精神科診療所数（７次計画）

仙台
市内

仙南
保健所
管内

塩釜
保健所
管内

大崎
保健所
管内

栗原
保健所
管内

石巻
保健所
管内

登米
保健所
管内

気仙沼
保健所
管内

合計

精神科病床を有する病院 16 3 7 4 1 2 1 2 36

うち一般病院 4 0 0 0 0 0 0 0 4

上記を除く精神科を標榜する病院
（外来診療） 8 2 1 2 1 1 0 1 16

上記を除く心療内科を標榜する病院
（外来診療） 0 0 2 0 0 0 0 1 3

精神科を標榜する診療所 61 2 16 4 0 6 1 2 92

上記を除く心療内科を標榜する診療所 9 0 1 0 0 4 0 0 14
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特殊機能を有する精神科医療機関として表示
（７次計画）

●精神科救急医療センター・情報センター

●精神科救急医療参加病院（輪番制）

●精神病床を有する一般病院

●措置入院が可能な病院

●応急入院が可能な病院

●認知症疾患医療センター

●児童・思春期専門病床を有する病院

●アルコール専門病床を有する病院

●高次脳機能障害支援拠点病院

●DPAT先遣隊

●摂食障害治療支援センター

●てんかん診療拠点機関

１１分野中、６分
野について特殊機
能を表示している
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第８次医療計画での医療体制構築の考え方
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第８次医療計画で精神医療圏と医療連携体制

（１）精神医療圏

〇精神疾患の医療圏（精神医療圏）は、二次医療圏とあわ

せ、県内４圏域、精神科救急医療圏域は全県１圏域

〇「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築

を推進するための取組の圏域は、障害保健福祉圏域（県

内７圏域）とし、精神医療圏ごとの取組と連携

〇精神医療圏と障害保健福祉圏域

医療圏 仙南 仙台 大崎・栗原 石巻・登米・気仙沼

障害保健福祉
圏域
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第８次医療計画で精神医療圏と医療連携体制

（２）医療連携体制

〇多様な精神疾患等に適切に対応するため、精神医療圏ご

とに、医療機関の役割や医療機能等を明確にし、相互の

連携や専門の医療を提供できる体制の整備を推進します。

〇特殊機能を有する精神科医療機関

２０２４年１月１日現在で修正

精神医療圏ごとに
役割を明確にする
ことに変更！
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医療連携体制の整備の方向性

〇多様な精神疾患等ごとに情報収集発信、人材

育成、「地域連携拠点機能」からの相談対応、

難治性事例の受入等の機能をもつ「県連携拠点機

能」を設定

〇医療連携の拠点となる「地域連携拠点機能」、

地域において精神科専門医療の提供を行う「地域

精神科医療提供機能」は、医療圏ごとに設定
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連携拠点機能に求められる機能

機能 地域精神科医
療提供機能

地域連携拠点機能 県連携拠点機能

目
標

共通
・患者本位の精神科医療を提供すること
・ICF（国際生活機能分類）の基本的な考え方を踏まえながら多職種協
働による支援を提供すること
・地域の保健医療福祉介護の関係機関との連携・協力を行うこと

機能別
以下の役割を果たすこと

・医療連携の地域拠点
・情報収集発信の地域拠点
・人材育成の地域拠点
・地域精神科医療提供機能
を支援

以下の役割を果たすこと

・医療連携の県拠点
・情報収集発信の県拠点
・人材育成の県拠点
・地域連携拠点機能
を支援
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連携拠点機能の明確化に向けて必要なこと

精神保健福祉審議会に部会設置（仮称：医療連携検討部会）R6年度～R8年度

・医療連携の課題抽出

・地域連携拠点機能等の基準検討

・医療機関調査内容検討

・拠点機能を担う医療機関の選定

・不足する専門性の高い分野に関す

る検討

医療機能に関する医療機関調査 R6年度

・多様な精神疾患等ごとの医療機能

について、医療機関へ調査

・定期的に調査実施

医療機能について公表（順次）

・明確化した医療機能については

ホームページで公表

・８次計画中間見直しの際に掲載

精神保健福祉審議会に部会を設置し、
関係者と具体的な検討をすすめる
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